
３ 住宅や土地についての質問

４ 必要書類と適用要件の確認

❹ 表示画面から、必要書類を全てお手元に準備していること＆適用要件を全て満たしていることを確認し、『次へ』をタップ ※ 書類が不足しているor適用要件を満たしているか不明な場合は職員にお声がけください

①売買契約書 ③ 長期優良住宅建築等計画の認定通知書 ⑤住宅用家屋証明書②登記事項証明書
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❸ 各項目の該当する選択肢

を選択して『次へ』をタップ

➊ 『（特定増改築等）

住宅借入金等特別

控除』をタップ

１ 控除の入力

【住宅ローン控除入力要領】 ※ 「スマホ申告ご利用ガイド」の「６ 控除等の入力」における
画面遷移後の入力です。
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※ 画面の説明に従って、

持参した書類等から

必要な情報を入力

してください。

掲載している画面は

一般的な例なので、

実際の入力画面は

掲載している画面と

異なる場合があります

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ④

● 「区分建物」とは・・・

⇒ 例えばマンションのように、一棟の建物が二つ

以上の部屋に区切られており、それぞれの部

屋を別々に所有することができる建物をいい

ます

● 「調書方式」とは・・・

⇒ 金融機関等が税務署に「住宅取得資金に

係る借入金等の年末残高等調書」を提出し、

国税局から納税者に住宅ローンの「年末残

高情報」を提供する方式をいいます

※ 詳細な内容はクリックするとご覧になれます

※ 調書方式に対応しているかご不明な場合

は、「調書方式に対応した金融機関の一覧

を確認する」をタップし、確認してください。

● 「認定住宅等」とは・・・
⇒ 認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅

をいいます
※ 詳細な内容はクリックするとご覧になれます

➋ 該当する取得形態及び

居住開始年月日を選択

して『次へ』をタップ

２ 取得形態等の入力

①

②

③

⑤
④

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/pdf/r07/sakukonatebiki/spsosayoryo.pdf


５ 金額や面積の入力（❸で「区分建物以外」を選択した方）

「契約書の内容の入力」

取得対価の額の入力【売買・請負契約書】

※ 住宅と土地の金額が区分されていない場合…
売買契約書等に住宅と土地等の取得対価の額が区分して記載されていない場合は、
消費税等の金額を基礎として住宅と土地等の取得対価の額を区分します。

【計算例】

住宅及び土地等の取得対価の額の合計額が30,000,000円
消費税等（10％）の金額が800,000円
となっている場合

●住宅の取得対価の額

800,000(消費税等の金額)÷0.1（消費税等の税率）
＝8,000,000（税抜の住宅の取得対価の額）

8,000,000（税抜の住宅の取得対価の額）＋800,000（消費税等の金額）
＝8,800,000円（住宅の取得対価の額）

●土地等の取得対価の額

30,000,000（住宅及び土地等の取得対価の合計額 ）－8,800,000（住宅の取
得対価の額）＝21,200,000円（土地等の取得対価の額）

「土地の登記事項証明書等の内容の入力」

面積・共有持分の入力 【土地の登記事項証明書】

「住宅の登記事項証明書等の内容の入力」

面積・共有持分の入力【建物の登記事項証明書】
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※ 消費税等の金額について、
税込・税抜表示があるため、
売買契約書等の記載内容を
よく確認してください。

❺ お手元の各書類を確認し、各項目を入力して『次へ』をタッ

プ

不動産番号は登記事項証明書の表題部に記載されています

（登記事項証明書を提出する場合は入力不要ですので、

「不動産番号を入力する」に「✓」を入れずにお進みください ）

※ ❸で「区分建物」を選択した方は３頁参照



５ 金額や面積の入力（❸で「区分建物」を選択した方）

「契約書の内容の入力」

取得対価の額の入力【売買・請負契約書】

※ 住宅と土地の金額が区分されていない場合…
売買契約書等に住宅と土地等の取得対価の額が区分して記載されていない場合は、
消費税等の金額を基礎として住宅と土地等の取得対価の額を区分します。

【計算例】

住宅及び土地等の取得対価の額の合計額が30,000,000円
消費税等（10％）の金額が800,000円
となっている場合

●住宅の取得対価の額

800,000(消費税等の金額)÷0.1（消費税等の税率）
＝8,000,000（税抜の住宅の取得対価の額）

8,000,000（税抜の住宅の取得対価の額）＋800,000（消費税等の金額）
＝8,800,000円（住宅の取得対価の額）

●土地等の取得対価の額

30,000,000（住宅及び土地等の取得対価の合計額 ）－8,800,000（住宅の取
得対価の額）＝21,200,000円（土地等の取得対価の額）

「登記事項証明書等の内容の入力」

自己の専有部分の床面積の入力【登記事項証明書】
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※ 消費税等の金額について、
税込・税抜表示があるため、
売買契約書等の記載内容を
よく確認してください。

❺ お手元の各書類を確認し、各項目を入力して『次へ』をタッ

プ

※ ❸で「区分建物以外」を選択した方は２頁参照

１棟の住宅の総床面積の入力【登記事項証明書】

１棟の土地の面積の入力【登記事項証明書】

住宅の共有持分の入力【登記事項証明書】



６ 年末残高等の入力

➏ 『＋年末残高等の内容

を入力する』をタップ
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E

➑ 全ての年末残高等の

内容を入力して『次へ』

をタップ（複数借入先

がある場合は、➏・➐

の入力を繰り返す）

※ ➐の で「記載なし」

を選択した場合は、

❿へ画面遷移

❾ 各項目を入力して

『次へ』をタップ

※ 負担割合が100％にならないと

『次』に進めません

➐ 「年末残高等証明書」を

確認し、各項目を入力して

『入力内容の確認』をタップ

※❸で調書方式に「対応している」と選択した方は、年末残高等証明書が発行されていないため、

以下の情報を基に入力してください

● 「e-Taxメッセージボックス」に格納された年末残高情報（ご自身のスマートフォンから確認）

(注) 年末残高情報が格納されていない又は確認できない場合は、返済計画表等の書類

※居住を開始した年分の申告書を作

成する場合、 で囲われて

いる項目は表示されません

A

B

C

D

E

F
G

H
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７ 適用を受ける控除の選択 ８ 入力内容の確認
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❿ 適用を受ける控除に「✓」を

入れて『次へ』をタップ

⓫ 入力内容を確認して、

『入力終了』をタップ

※1 この後の入力は、「スマ

ホ申告ご利用ガイド」の

「７ その他情報の入

力」に従って入力してく

ださい

※2 申告書提出後にダウン

ロードする申告書(控)

データ内の「別紙 住宅

借入金等特別控除の

添付書類のご案内」に

記載の添付書類を忘

れずに提出してください

国税局・税務署

● 「特例対象個人」とは・・・

⇒ 令和７年12月31日の現況において、

次のいずれかに該当する方をいいます

① 年齢が40歳未満であって配偶者を

有する方

② 年齢が40歳以上であって年齢が40

歳未満の配偶者を有する方

③ 年齢が19歳未満の扶養親族を

有する方
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〔添付書類の提出について〕

● 郵送又は持参する場合

⇒国税庁ホームページ「税務

署の所在地などを知りたい

方」をご参照ください

※郵送する場合は、一部の

税務署においては、郵送

先が「業務センター」になり

ます

● イメージデータ（PDF形式）

により提出する場合

⇒国税庁ホームページ「所得

税の添付書類のイメージ

データによる提出について」

をご参照ください

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/pdf/r07/sakukonatebiki/spsosayoryo.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/pdf/r07/sakukonatebiki/spsosayoryo.pdf
https://www.nta.go.jp/about/organization/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/index.htm
https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat1/cat16/cat163/cid945.html
https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat1/cat16/cat163/cid945.html
https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat1/cat16/cat163/cid945.html

